
意見案第１６号 

国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書 

（原案可決）

北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、広大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な食を

強みに我が国の食料供給を担うとともに、本道特有の歴史・文化や気候風土などを有してお

り、こうした北海道ならではの独自性や優位性を生かしながら、将来にわたって持続可能な

活力ある北海道の実現を目指している。 

こうした中、道路を取り巻く環境は、激甚化・頻発化する自然災害や日本海溝・千島海溝

沿いの巨大地震等のリスク増大のほか、今後一斉に更新期を迎える橋梁など道路施設の老朽

化、通学路における交通事故の発生など、様々な課題を抱えている。 

今後は、北海道の強みである「食」や「観光」に関連する地域（生産空間）が持つ潜在力

が最大限発揮されるよう、平常時・災害時を問わない北海道を支える基盤の確立に向け、安

定的な物流・人流の確保・活性化に資する広域道路ネットワークの早期形成や機能向上が必

要不可欠である。加えて、積雪寒冷の本道においては、安定的な除排雪の体制確保など、冬

期間の住民の安全・安心を図ることが必要である。 

そのため、地方財政が依然として厳しい状況の中においても、国と地方の適切な役割分担

のもと、道路整備・管理に必要な予算を安定的かつ継続的に確保することが重要である。 

よって、国においては、国土の根幹をなす高規格道路から国民の日常生活に最も密着した

市町村道に至る道路ネットワークの計画的・体系的整備の必要性や、ポストコロナを見据え

た物流・観光をはじめとする経済回復に資する道路の重要性などを踏まえ、より一層の道路

整備の推進や維持管理の充実・強化に向けて、次の事項について特段の措置を講ずるよう強

く要望する。 

記 

１．道路の整備・管理が長期安定的に進められるよう、道路関係予算の所要額を確保すること。 

２．「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的に進めるために必要な予

算・財源を確保するとともに、継続的・安定的に国土強靱化の取組を進めることが重要であ

ることから、５か年加速化対策後も予算・財源を通常予算とは別枠で確保し継続的に取り組

むこと。 

３．新広域道路交通計画に基づき、高規格道路については、着手済み区間の早期開通、未着手

区間の早期着手及び暫定２車線区間の４車線化といった機能強化を図ること。また、高規格

道路と並行する国道とのダブルネットワークの構築や道路の防災対策・無電柱化などによる

リダンダンシーの確保を図ること。 

４．橋梁、トンネル、舗装等の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補修などのメンテナ



ンスサイクルを確立し、予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うための技術的支

援の拡充を図ること。 

５．地域の安全な暮らしや経済活動を支える基盤づくりのため、通学路の交通安全対策などの

道路整備や除排雪を含む年間を通じた維持管理の充実が図られるよう、必要な予算を確保す

ること。 

６．災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の充

実・強化を図ること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和４年１２月１３日 

北海道恵庭市議会  

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、国土強靭化担

当大臣 宛各通 



意見案第１７号 

帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書 

（原案可決）

帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下に

より、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものである。 

日本人では、５０歳代から発症率が高くなり、８０歳までに３人に１人が発症するといわれ

ており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。 

この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が高額になること

から接種を諦める高齢者も少なくない。 

帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる

合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあ

るともいわれている。 

そこで政府に対して、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、

帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和４年１２月１３日 

北海道恵庭市議会  

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 宛各通 



決議案第３号

地方自治法第９８条第２項の規定に基づく監査請求を求める決議

（原案可決）

地方自治法第９８条第２項の規定に基づき、次の事項について監査を求め、その結果の報告を請

求したい。

１．監査を求める事項

  令和４年度台湾経済交流推進事業費について

２．監査結果の報告期限

  令和５年２月１０日まで

３．監査請求の理由

  上記事業の公費負担について、事務の執行が法令に適合し正確で、最少の経費で最大の効果を

挙げるように実施したか、監査委員としての見解を明らかにされたい。

 以上決議する。

  令和４年１１月２５日

北海道恵庭市議会 


